
 
 

ニュースリリース 平成 26年 12月 12日
 

 

株式会社セディナの保証付リフォームローンの取扱開始について 

  

常陽銀行（頭取 寺門 一義）では、このたび、株式会社セディナ（以下「セディナ」）と提携して、同社

の保証付リフォームローンの取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。 

これまでの当行のリフォームローンは、常陽信用保証株式会社のみの保証審査となっておりましたが、

セディナの二次保証を導入することにより、これまで以上に幅広くお客さまの資金ニーズにお応えすること

が可能となります。 

 当行は、今後とも、お客さまのさまざまなニーズにお応えする商品・サービスの充実を図ってまいります。 

記 

 

１．リフォームローンの商品概要（既存商品との相違点は下線部分） 

 常陽信用保証付 セディナ保証付【本件】 

商品名 常陽リフォームローン（無担保型） 

ご融資金額 10 万円以上 1,000 万円以内 10 万円以上 1,500 万円以内 

お使いみち 

ご自宅の①増改築、改装、補修資金②庭園、ガレージ、門扉、塀などの設備③住宅建替

に伴うお引越し費用、取り壊し費用④太陽光発電システム等のエコリフォーム資金な

ど、マイホームに関するさまざまな資金にご利用いただけます。 

融資期間 15 年以内 20 年以内 

担保 不要 

保証会社 常陽信用保証株式会社 株式会社セディナ 

保証人 原則、不要。ただし、保証人をお願いする場合もございます。 

 

２．取扱開始日 

  平成 26 年 12 月 15 日（月） 

以上 

 


